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髙垣工務店
和歌山県西牟婁
郡上富田町

R3.3.12
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ約4.7ｍの作業床上で作業を行わ
せる際、墜落による危険を防止する措
置を講じなかったもの。

R3.3.12送検

千尋海洋技術（株） 東京都品川区 R3.6.22
労働安全衛生法第22条
高気圧作業安全衛生規則第33条

海洋土木工事現場において、潜水作業
を行うにあたり、さがり綱を設けな
かったもの。

R3.6.22送検

正尚サービス
和歌山県有田郡
有田川町

R3.7.6
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条

４日以上の休業を要する労働災害が発
生したのに、遅滞なく労働者死傷病報
告書を提出しなかったもの。

R3.7.6送検

（有）柳生建設 和歌山県田辺市 R3.8.12
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条

高さ4.3ｍの作業床で作業を行うにあ
たり、墜落防止措置を講じなかったも
の。

R3.8.12送検

（株）松本組 和歌山県田辺市 R3.8.12
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条

高さ4.3ｍの作業床で請負人の労働者
が作業を行うにあたり、墜落防止措置
を講じなかったもの。

R3.8.12送検

（株）シマブンコーポレー
ション

兵庫県神戸市 R4.1.14
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第635条

解体工事現場において、関係請負人が
参加する協議組織の設置等を行わな
かったもの。

R4.1.14送検

アートゴンドラ（株） 大阪府豊中市 R4.1.14
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第563条

解体工事現場において、高さ約27ｍの
足場上で作業を行うにあたり、墜落防
止措置を講じなかったもの。

R4.1.14送検

西牟婁森林組合 和歌山県田辺市 R4.1.24
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条

間伐中、伐木作業における危険を防止
する措置を講じなかったもの。

R4.1.24送検
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